
患者さんの権利 
 

１ 患者さんの権利 

 

➊患者さんは、誰でも平等に良い医療を受ける権利があります。 
 

➋患者さんとご家族のプライバシーは守られる権利があります。 
 

➌ご自身の病気や治療の内容について、「知る権利」と「十分な説明を

受ける権利」があります。 

また、内容を理解できないときは、必ず、お尋ねになってください。 
 

➍ご自身の治療について、担当医師から提示された治療法を選択、ま

たは、拒否する権利があります。 
 

➎ご自身の診療記録(カルテ)の開示を求める権利や、他の医療機関

の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。 

 

２ 藤本病院から患者さんにお願いしたいこと 

 

➊患者さんには、医師、医療資格職や他の病院職員と共に協力して、

「病気を自ら治そう」という意欲と努力が必要です。私たち藤本病院

の職員はチームとなって患者さんを支えます。 
 

➋法律や病院の規則を守り、他の患者さんの治療・療養や、病院職員

の職務遂行に支障をきたさないよう、ご配慮を賜りますようお願いし

ます。 

 

２０２２年１０月１日改訂 

藤本病院 病院長 
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